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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第 2期長万部町まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

北海道山越郡長万部町 

 

３ 地域再生計画の区域 

北海道山越郡長万部町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本町の人口は、昭和４０（１９６５）年の１５，３４９人をピークに減少を続け、

令和２（２０２０）年国勢調査結果には５，１０９人とピーク時の３分の１となっ

ています。国立社会保障・人口問題研究所によると、２０４５年には２，７５０人

まで減少すると予想されています。 

年齢三区別の変化率の推移について、昭和５５（１９８０）年を１とした場合、

平成２７（２０１５）年国勢調査結果では、６５歳以上が１．８６と増加し、１５

～６４歳は０．４３、１５歳未満は０．２２と減少しております。 

自然増減について、合計特殊出生率は昭和５８（１９８３）～６２（１９８７）

年では１．９でしたが平成５（１９９３）～９（１９９７）年には１．４７と低下

し、それ以降は横ばいを維持しておりますが、出生数の減少と自然減が続いていま

す。 

社会増減について、平成７（１９９５）年以降、一貫して転出者が転入者を上回

る転出超過が続いておりましたが、平成２６（２０１４）年に社会減が大きく減少

し、平成２７（２０１５）年以降は社会増の傾向にあります。しかし、平成２２（２

０１０）～２７（２０１５）年の年齢階級別人口移動をみると、１５～２４歳の転

出者が大きく、若者が町から減少しているため、若者が暮らし続けたくなるまちづ

くりなどのサポートをしなければ今後も１５～２４歳の転出者の減少は続くと予想

されます。 
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人口減少が与える影響として、経済・産業の面では、労働力の減少や税収の減少、

社会保障費の増加による税制制約につながります。また、少子高齢化が進むと、医

療や福祉サービスに対するニーズが急増する一方で、若者が減り、労働人口が減少

すれば、医療や福祉の担い手は減少せざるをえなくなります。 

地区や集落のにぎわいや活力の低下、日常生活の利便性の低下などがあげられ、

さらに各種施設の荒廃による景観の悪化、公共サービス水準の低下などが生じてき

ます。 

今後のまちづくりに向けて、一人一人が危機感を共有し、総合的かつ戦略的な対

策を講じていく必要があります。 

今後の人口の将来展望を踏まえると、人口減少を緩和する取組とともに、人口減

少を即した効果的・効率的なまちづくりが求められます。また、人口減少に立ち向

かうためには、自然減と社会減それぞれ両面からの対策が必要です。 

こうした観点から、若者が安心して働ける雇用の場の確保、移住・定住の促進や

交流人口の拡大、出生率の向上など抜本的な少子化対策、高齢者をはじめとする町

民が安心して暮らせる環境づくりなど、国や道の取組との連携や各施策間の連携に

充分留意しながら、取組を進めます。 

なお、これらに取組むに当たっては、次の事項を本計画期間における基本目標と

して掲げ、目標の達成を図ります。 

・基本目標１ 地域資源と地理的条件を活かした「稼げる」産業基盤と雇用の場

づくり 

・基本目標２ 新幹線駅を核とした人を惹きつける魅力あふれるまちづくり 

・基本目標３ 若者・女性が輝ける、子育て環境に恵まれた住みやすいまちづく

り 

・基本目標４ 広域的な地域連携が進む安心して暮らせるまちづくり 
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【数値目標】 

 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（令和12年度

） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 

観光入込客数 18.5万人 20％増 

基本目標１ 

観光宿泊延数 2.9万人 20％増 

商店街、温泉街における

新規参入者 
0件 1件以上 

水揚額 50.6億円 10％増 

農業就業者に占める50歳

未満の比率 
23.3％ 25.0％ 

新規就農者（個人・法人）

の受入 
0件 1件以上 

イ 

外国人観光延宿泊者数 未集計 1,000人泊 

基本目標２ 

観光入込のピーク月とオ

フピーク月の比率 
1.85倍 2.0倍以内 

観光入込客数 18.5万人 20％増 

小・中・高・大連携による

学習交流 
1回 年1回以上 

まちづくり総合学習の合

同発表等のキャリア学習 
1件 年1件以上 

情報発信による移住定住

実績 
1件 1件以上 

地域おこし協力隊からの

定住者数 
3人 3人以上 

空き屋・空き店舗の利活

用 
1件 1件以上 
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ウ 

子育て支援センターの年

間延べ利用者数 
1,279人 1,300人 

基本目標３ 

学童保育・一年保育の年

間利用人数 
2,617人 2,900人 

東京理科大学推薦枠（2枠

）の利用者数 
0名 1名 

長万部高校の入学者数 20名 20名以上 

東京理科大学との連携に

よる学習支援活動回数 

4回 

 

年4回以上 

 

小学校・中学校における

情報端末の整備 

 

1台／1人当 

 

 

 1人1台以上 

 

エ 

長万部駅を発着する公共

交通の便数 
22便 現状維持 

基本目標４ 

タクシーチケット利用実

績 
72％ 80％ 

防災訓練（防災出前講座）

の実施回数 
年2回 年2回以上 

渡島檜山圏域における医

療懇談会の開催回数 
年1回 年1回以上 

福祉を担う人材育成対象

者数 
年5人／延 年5人以上 

連携による新規事業の創

出 
7件 7件以上 

新たな市町村連携モデル

の創出 
1件 1件以上 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 
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５－２とおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

長万部町まち・ひと・しごと創生推進事業 

ア 地域資源と地理的条件を活かした「稼げる」産業基盤と雇用の場づくり

事業 

イ 新幹線駅を核とした人を惹きつける魅力あふれるまちづくり事業 

ウ 若者・女性が輝ける、子育て環境に恵まれた住みやすいまちづくり事業 

エ 広域的な地域連携が進む安心して暮らせるまちづくり事業 

② 事業の内容 

ア 地域資源と地理的条件を活かした「稼げる」産業基盤と雇用の場づくり

事業 

恵まれた水産資源や気候条件、地域文化などの地域特性や新幹線駅が立

地する地理的条件を活かし、世界市場を視野に入れた競争力のある産業・

雇用の場の確保・創出を目指す 

 

 

【具体的な事業】 

・観光消費を雇用につなげる取組の推進 

・ホタテを中心としたつくり・育てる漁業の基盤づくり 

・生産性が高く、魅力ある就農環境の形成          等 

イ 新幹線駅を核とした人を惹きつける魅力あふれるまちづくり事業 

整備が進む北海道新幹線長万部駅や東京理科大学北海道・長万部キャン

パスの存在などを活かしながら、自然資源と地域文化、交通拠点などの

地理的資源を最大限活用し、多様な層を惹きつける魅力あるまちを目指

す 
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【具体的な事業】 

・新幹線開業を視野に入れた多様な交流人口（外国人・道外客・宿泊客）

受け入れる基盤づくり 

・地域の将来を支える人材確保に向けた小・中・高のふるさと教育の推

進・支援  

・「空き屋バンク」や「移住ナビ」の整備、移住支援事業など情報発信

の強化                            等 

ウ 若者・女性が輝ける、子育て環境に恵まれた住みやすいまちづくり事業 

新たな世代が安心して住み続けられるよう、若者や女性、外国人も含め

た多様な層が安心して住まうことができる魅力あふれる環境づくりを目

指す。 

 

 

【具体的な事業】 

・子育て支援センターを核とした各種相談実施 

・高大連携の推進 

・情報化・AI社会に対応できる子どもの育成          等 

エ 広域的な地域連携が進む安心して暮らせるまちづくり事業 

存続的かつ効率的な住民サービスの提供を図るとともに、近隣市町村と

の連携・交流を図り、広域的な視点で多様な機能が確保できる環境づく

りや、災害に強い地域づくりを目指す。 

 

 

【具体的な事業】 

・持続的で効率的な地域公共交通サービスの提供に向けた検討 

・地域防災体制の充実  

・「はしっこ同盟」など近隣自治体との交流・連携推進等 

※なお、詳細は長万部町創生総合戦略総合戦略のとおり 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 
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４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

1,650,000千円（令和 8年度～令和 12年度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度９月に長万部町まちづくり推進会議による効果検証を行い、翌年

度以降の取組方針を決定する。検証後速やかに長万部町公式 WEB サイト上

で公表する。 

 

⑥ 事業実施期間 

令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31日まで 

 

６ 計画期間 

令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31日まで 


